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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】令和2年3月26日(2020.3.26)

【公開番号】特開2018-157036(P2018-157036A)
【公開日】平成30年10月4日(2018.10.4)
【年通号数】公開・登録公報2018-038
【出願番号】特願2017-51706(P2017-51706)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/027    (2006.01)
   Ｂ２９Ｃ  59/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   21/30     ５０２Ｄ
   Ｂ２９Ｃ   59/02     　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】令和2年2月7日(2020.2.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４０】
　図１０（ｄ）に示すように、インプリント材３ｚを硬化させた後、型４ｚと基板１ｚを
引き離すと、基板１ｚ上にインプリント材３ｚの硬化物のパターンが形成される。この硬
化物のパターンは、型の凹部が硬化物の凸部に、型の凸部が硬化物の凹部に対応した形状
になっており、即ち、インプリント材３ｚに型４ｚの凹凸パターンが転写されたことにな
る。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４１】
　図１０（ｅ）に示すように、硬化物のパターンを耐エッチングマスクとしてエッチング
を行うと、被加工材２ｚの表面のうち、硬化物が無いか或いは薄く残存した部分が除去さ
れ、溝５ｚとなる。図１０（ｆ）に示すように、硬化物のパターンを除去すると、被加工
材２ｚの表面に溝５ｚが形成された物品を得ることができる。ここでは硬化物のパターン
を除去したが、加工後も除去せずに、例えば、半導体素子等に含まれる層間絶縁用の膜、
つまり、物品の構成部材として利用してもよい。
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